
(別添）
別記嫌式第10（第11条関係）

| 側)巡榊'II! | (c)I'職識 | (!，職蔚の鱸｜(B)巡職.lWII (C){｛1給変 (1))職務の飯 '1"呵| 愛側年Wnl
一－－

<帥1脚#の諦別閃轆1W
”区分

(A）轍別

’管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年1 1月■■日

内側総理大腫殿

|

b

住 所

氏 名

施臓稀号

杉垣公基

’

国家公務員法（昭和22年法律第120号)"106,条の24"2項の規定により、枚のとおり
届け出ます。

蔭1 （ふりがな ）

氏 ‘名

扉＝

＝

杉垣公選

’ 四一 |圃一~ボ|月’2生 年 月 日 日

3雛職時の宮厳 山口地方検察庁検1F正

4雌 脈 日 11 27 年 10 JI 27 H

5両 就 鰄 日 11 28 年 3 月 3 日

6再耽職先の瑞称 み唯とみらい公証役蝿

7再就脈先の業務内溶 公肺業務

8再耽琉先における地位 公疵人

9求 職 の 湫 昭 の 布 無 口有 田無

10湾民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

(記雌上の注意）
ロのついた坑間は鑛当す-るロの中にレ点を泥入すること．



(別添）
別肥撫式第10（第11条|側係）

(A)職馴| (m)"聯値! I (c)'膿鵜謹 I (0)"""| "'"WM栂珊"甑のIX分
(A）赦別 (11)迦職聯油

||…一一

一
一

壱

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内IMI粉理大臣 殿

’住 所

氏 端

蹴循稀号

北原一夫

’

国家公務良法（昭和”年法祁第120甥第1“条の24第2項の規定により、淡のとおり
届け出窪す．

1 (ふりがな ）

氏 焔

ー一 .■一一

北原一夫

|年’ |月｜ ’’2生 年 月 日 日

3隙脈時の宮職 宇都宮地方械察庁険本正

4朧 朧 日 ll 28¥ 1 月 25 R

5再 就 職 日 H 28 年3 月” 日

6再就職先の名称 新柵公鉦役場心

7再鮠轍先の業務内容 公妊業務

8再耽脈先における地位 公脈人

9求 轍 の 承 認 の 滴 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

(紀維上の注意）
口のついた唖目は談当ｲｰろロの'1'にし点を記入す-る二と．

"



＝

(別添）
別罷様式第10 (第11条関係）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

趣鰭番号

商森商徳

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、欲のとおり
届け出ます。

(紀載上の注意）
□のついた項目は餓当する□の中にレ点を妃入すること．

ダ

(A)粗別 (8)退職那曲 (C)俸給表 (D)騒湧の級 (E)伸輸の特別餌砿額
の区分 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 ． 名
■■■■■■■■■■■■
商森高徳

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3離職時の宮職 和歌山地方検察庁検事正

4醗 職 日 H 28 年 1 月 25 日

5再 就 職 日 H 28 年 2 月 14 日

6再就職先の名称 板機公証役場

7再就職先の業務内容 公旺業務

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 記 の 有 無 口有 国無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



(別添）
別記襟式第10(第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

趣詰番号

新倉英樹

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(肥戦上の注意）
□のついた項目は砿当する□の中にレ点を記入すること．

〆

1 （ ふ り がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
新倉英樹

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3雛職時の宮職 岐阜地方検察庁検事正

4雛 職 日 H 28 年 1 月 25 日

5再 就 職 日 H 28 年 3 月 28 日

6再就職先の名称 芝公歴役場

7再耽職先の業務内容 公旺業務

8再耽職先における地位 公証人

9求 職 の 承 駆 の 有 無 ロ有 回無

lO官民人材交流センターの擾助の有無 ロ有 日無



(別浜）
別配様式第10（第11条関係）

亙画垂…嚥祠｢覇司管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総斑大臣 殿

住 所

氏 名

趣膳番号

商畠久尚

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(記戦上の注意）
□のついた頃目は砿当するロの中にレ点を肥入すること．

署認●

1 ( ふ り がな

氏

）

名
’■■■■■■■■■■■■■
商畠久尚

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3賎職時の官職 最高検察庁検事

4雛 職 日 H 27 ff 7 月 21 日

5再 耽 職 日 H 28 年 2 月 15 日

6再就職先の名称 博物館前本町公征役場
｡

7再就職先の業務内容 公証業務

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 鯉 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



(別雛）
別肥様式第10 （第11条関係〉

(E)伸輪の特別銅碇頗
の区分

(B)退職事由 (C)仰給褒 (D)職務の級 受付年月ロ

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

愈賭番号

園部典生

国家公務員法（昭和22年法維第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(記較上の注意）
□のついた項目は政当する口の中にレ点を記入すること．

″

1 （ ふ り がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■
園部典生

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3雛職時の官職 最高検察庁検本

4離 職 日 H 27 年･ 10 月 2 日

5再 耽 職 日 H 28 年 3 月 23 日

6再腕職先の名称 川崎公証役場

7再耽職先の業務内容 公鉦業務

8再就職先における地位 公鉦人

9求 職 の 承 鱒 の 有 無 口有 図無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



別紙橡式10

別肥様式第10("l】条関係）

別紙様式1o

（別添）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 一

隼■■月■■日。
〆

内I卿総理大臣の殿

住 所

氏 名

愈鰭番号

窪田守雄◆

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

／
(記較上の注意）

□のついた項目は談当する□の中にレ点を記入すること。

V

(A）種別 (8)迅職癖曲 (c)作鮒褒 (D》嘩防の級 (E}Iい船の狩別岡硬Ⅷ
の瞳令 受付年〃日

1 （ ふ り がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
血田令守雄一 夕

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3雛職時の官職 ／ 名古屋地方検察庁検事正む ら 吟 一 ・

4雛 職 日 H 28年 1 月 25 日 今 の

5再 就 職 日 H 28年 5 月 1 日一 ・

6再就職先の名称 丸の内公旺役場⑨

7再耽職先の業務内容 公旺業務 G

8再耽職先における地位
〃

公旺人 の

9求 職 の 承 昭 の 有 無 口有 回無 ⑩

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 田無 緑



別紙様式10

別妃様式第10(第11条関係）

別紙様式1o

（別添）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■隼■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

敵艦番号

石田－宏

国家公務興法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(配載上の注意）
□のついた項目は該当する□の中にレ点を記入す-ること。

V

《A）種別 〔､)過吸砺曲 (C)伸給表 (D)職称の級 1Ej押脇の狩別嗣厩団
が1毎△ |｜ 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名

｜
》

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3雛職時の宮職

／
広島地方検察庁検事正

4雛 職 日 11 28 年 4 月 11 日

5再 就 職 日 11 28 年 5 月 1 日 〃

6再就職先の名称 八重洲公柾人役場

7再就職先の業務内容
グ

公眠業務

8再耽職先における地位 公眠人

9求 職 の 承 腿 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの扱助の有無 口有 回無 ／



別紙様式1o

別妃椴式第10 ("11条関係）

別紙様式10

（別添）

■■■■■■■■■■■■■■■■管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 旬

今

■■■年■■月■■鼬
句

内閣総理大臣 殿
尋

ー

住 所

氏 名

賦脂番号

白演消貴 ．

国家公務員法（昭和22年法制t"120号）第106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ますも

）

グ ー

(肥戟上の注意）

□のついた収周は砿当するロの中にレ点を妃入すること。

V

《A）梱別 (B)迅職嚇山 (C)俸給表 (0)轍駒の級 (E)伸紬の符別扇佼額
、面坐 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■■
白漬清貴 、

心 砠

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の宮職 仙餅也方恢察庁倹事正． 。 “
4雛 職 日 H 28 年 4 月 11 日鋼 0

，

5再 就 職 日 H 28 年 5 月 1
ノ
日 ▲

6再就職先の名称 破ケ関余旺役蝋
7再耽職先の業務内容 公服業務心 ，

8再就職先における地位
〆

公胚人 蘭

9求 職 の 承 昭 の 有 無 口有 回無
● ●

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無の



別紙様式1o

（別漁）

別紙様式10

別紀擬式第10("ll条関係）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■隼■■月■圖．
内閣総理大臣。殿

住 所

氏 名

晒踊番号 爾瀕｡~嘉一 ．＝
国家公務員法（昭和22年法祁第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

〃

(記載上の注意）
□のついた項目は砿当する口の中にレ点を妃入寸-ることの

V

(A）稲別 (B)退識砺由 (C)俸給変 (D)哩務の級 《E】椰粕の狩別園破額
の匿令 || 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名

■■■■■■■■■■■■■■
商瀬一嘉a

の

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3雌職時の富職 大分地方検察庁検事正

~ 令 っ

4腿 職 日
Lワ 一

H 28 年 4 月 11 日 吟 。

5再 耽 職 日 H 28 年 6 月 1
ノ
日●

6再戯職先の名称 大官公証センターDe p

7再耽職先の業務内容
二

公証業務
03

8再就職先における地位 公証人 a

9求 職 の 承 鴎 の 有 無 口有 回無
C

10官民人材交流センターの扱助の有無 口有 回無
〆



別紙様式10

別肥樵式第10(第11条関係）

別紙様式10

〈別添）

受付年月日

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 一

■■■隼■■月■■日一
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

冠潴番号

山下蝉年

国家公務員法（昭和22年法祁第120号）第106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

グ

(肥軸上の注意）

口のついた項目は破当する口の中にレ点を記入すること。

V

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
山下師年

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日 ／

3雛職時の宮職 最高検察庁検事

4雛 職 日 H 28 年 5 月 10 日

5再 就 職 日 H 28 年 6 月 8 日
ダ

6再就職先の名称 渋谷公証役期

7再就職先の業務内容 ／ 公胚業務

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 昭 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無
グ



別紀採式第10 （第11条関係）
(別添）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 3

ゆ

／

■■■年■■月■■日
一

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

蝕砺番号

中 島 行 博

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

’

〆

(肥戦上の注意）
ロのついた項目は砿当する口の中にし邸を肥入すること。

0

(A）砥別 (､)迅職事由 <c)修給説 (D)理務の級 肥】【霧、の刊別硯彊顕
、面心 ll 受付年月日

1 （ ふりがな ）

氏 名
ﾛ■■■■■■■■■■■■■

4

中勘行博 ．

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の宮職 金沢地方検察庁検事正一 何

4雛 職 日 H 28 年 4 月 11 日

5再 就 職 日 / 11 28 年 8 月 1 日

6再耽職先の名称 八王子公征役場

7再就職先の業務内容 公旺業務
〆

8再就職先における地位 公旺人

9求 職 の 承 鴎 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回膨



別泥搬式露10("11条関係）
(別派）
’
㈹
一

(A） '!I(m)迦榊'I! | (c)締総畿 I (5厩諏1(､)辿職郡11I (C)伸給説 (､)鞍蔚の級 (即{価輪の符別風賊訓
”区分 |轍別 堂付年丹日

管理]職恥員であった者が再就聯した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

／
0

ぐ

／

■■■年■■月■■、 ／

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 名

蹴臓審号

稲紫一生

’

国家公務員法（昭和”年法律鋪120号)"106条の2』嚇2噸の規定により、吹のとおり
届け出ま･龍

1 （ふりがな ）

氏 名
稲莱一生．

■■ L園 ’2生 年 月 ｝ヨ 年 日

新潟地方検察庁柳IF正ノ 、3雌職時の宵職

4雛 縦 日 11 28 年 6 月 17 fi

'
11 28 年 9 月 1 日5秤 就 聯 円 ／0

6再耽舳先の鍋称 神田公脈役場‘

7再就職先の業務内容 公柾業務ノ
＄再就職先における地位 公旺人

9求 職 の 承 認 の 有 無 、有 阿無

1．0官民人材交流センター”援助の有無 ロ術 回溌／

(妃戦｣二の注意）
ロのついた税11は波当寸ろ口の中にレ点を記入すること‐



別妃様式第10 （第11条関係）
(別添）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■隼■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

緬話番号

小畑勝艇

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます．

(記戦上の注意）
ロのついた項目は砿当する口の中にレ点を妃入すること．

(A）種別 (､)退職事由 (C)俸給表 (p)種筋の級 (E)伸輸の特別瞬確額
の庶令 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■■
小畑勝銭

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3雛職時の官職 宮崎地方検察庁検事正

4離 職 日 H 28 年 8 月 5 日

5再 就 職 日 H 28 年 9 月 1 日

6再就職先の名称 阪神公証センター

7再就職先の業務内容 公証業務

8再就職先における地位 公狂人

9求 職 の 承 腿 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回擬



別記様式第10(第11条関係） (別添）

(E)俸給の特別国砿頓
受付年月日の区分

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■タ

”

の

／
１

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

趣砺番号

佐醗方生

国家公務員法（昭和22年法律節120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます．

0

(妃載上の注意）
□のついた項目は麟当する□の中にレ点を記入すること．

1 （ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
佐藤方生。

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の宵職 甲府地方検察庁検事正グ ペ

4賎 職 日 H 28 年 8 月 5 日

5再 就 職 日 / H 28 年 9 月 1 日 …

6再就職先の名称 小田原公旺役埋
⑤

7再就職先の業務内容 公証業務，

8再就職先における地位 公鉦人

9求 職 の 承 昭 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの扱助の有無 口有 日霧



別配様式第10 (第11条I測係）
(別添）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

内

ノ

■■■年■■月■■日，
【

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

趣贈番号

永村俊朗

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

魚

(記戯上の注意）
□のついた項目は肱当する□の中にレ点を配入すること．

(A）租別 【HJ迦穐串田 (C)俸給表 (､)哩務の級 K唱J1F鰯の刊刷頚硬四
、n審心 |｜ 受付年月日

1 （ ふり がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■■
永村俊朗。

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の宮職 徳島地方検察庁検本正ダ 01

4雛 職 日 H 28 年 8 月 5 日

5再 就 職 日 ／ H 28 年 9 月 I 日

6再就職先の名称 川口公征役場

7再就職先の業務内容 公証業務
グ

8再就職先における地位 公鉦人

9求 職 の 承 昭 の 有 無 口有 田無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回鰯



別配様式第10 (第11条関係）
(別添）

－管理聯職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■隼■■月■■日
〆

〆

価

／
戸

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

愈砺番号

水野谷幸夫

国家公務員法（昭和22年法郁第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

ﾀ〆

(記戦上の注意）
□のついた坂目は砿当するロの中にレ点を記入すること．

●

〆

(A）税別 (B)退興事由 《c)俸給表 (､)唾務の級 〔E)停職の特別国碇額
の区分 受付年月日

1 （ふり がな ）

氏 名
’■■■■■■■■■■■■■
水野谷幸夫．

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の宮職 最高検察庁検事 グ

ず町

4雛 職 日 H 28 ¥ 4 月 11 日

5再 就 職 日 H 28 年 7 月 31 日 ‘、〆

6再耽職先の名称 札幌大通公証役場

7再就職先の業務内容 公歴業務
／

8再就職先における地位 公狂人

9求 職 の 承 肥 の 有 無 ロ有 回無

10官民人材交流センターの扱助の有無 口有 回霧


